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平成２８年度 第２回下野市教育委員会定例会議事録 

 

１ 日  時  平成２８年５月１９日（木）午後１時３０分～午後６時２０分 

２ 場  所  下野市役所３階 教育委員会室 

３ 出席委員  委 員 長  永 山 伸 一 

          職務代理者  三 橋 明 美 

          委   員  熊 田 裕 子 

          委   員  石 嶋 和 夫 

          教 育 長  池 澤   勤 

４ 出席職員  教育次長       野 澤   等 

教育総務課長     坪 山    仁 

学校教育課長       海 老 原 忠 

生涯学習文化課長   増 渕 晴 美 

スポーツ振興課長   北 條    均 

教育総務課課長補佐  伊 澤 仁 一 

教育総務課主幹    古 橋 栄 一 

５ 傍 聴 人  な し 

６ 議  案 

議案第３号 下野市教育委員会点検評価外部評価委員会委員の委嘱について 

議案第４号 下野市学校情報化検討支援業務標準型プロポーザル実施要領の制定に 

ついて 

    議案第５号 下野市立国分寺給食センター運営委員会委員の委嘱について 

    議案第６号 平成２８年度下野市外国語指導助手の委嘱について 

    議案第７号 下野市立小中学校教科用図書選定委員会委員の委嘱について 

    議案第８号 下野市立小中学校教科用図書選定委員会への諮問について 

    議案第９号 下野市学校給食食物アレルギー対応委員会委員の委嘱について 

    議案第１０号 南河内中学校区小中一貫教育推進協議会設置要綱の一部改正につい 

て 

    議案第１１号 下野市社会教育委員の委嘱について 

    議案第１２号 下野市公民館運営審議会委員の委嘱について 

    議案第１３号 下野市ふれあい学習推進委員会委員の委嘱について 

    議案第１４号 下野市図書館協議会委員の委嘱について 

    議案第１５号 下野市公民館設置条例施行規則の一部改正について 

    議案第１６号 下野薬師寺跡及び周辺文化財活用デジタルコンテンツ制作業務委託 

標準型プロポーザル実施要領の制定について 

    議案第１７号 下野市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

    議案第１８号 下野市少年スポーツ指導員の委嘱について 

７ 協議事項 

（１）平成２８年度教育委員学校訪問及び幼稚園訪問日程について 
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８ 報告事項 

（１）教育委員会後援等の承認について 

    （２）寄附の受け入れについて 

    （３）平成２７年度学校教育サポートセンターの事業報告について 

       （４）平成２８年度就学援助費認定状況について 

    （５）平成２８年度春季中学校体育大会（地区大会）の結果報告について 

９ 討 議 

    小中一貫教育のあり方について 

１０ その他 
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永山委員長 

 

 

 

 

 

池澤教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

永山委員長 

 

 

 

坪山教育総務課長 

 

 

 

永山委員長 

 

 

あいさつ  

議事録署名委員の指名 三橋委員及び石嶋委員 

前回議事録の承認について、議事録の確認をお願いする。訂正等があれば

発言を求める。（特になし） 

議事録はこのとおり承認とする。 

次に、教育長の報告を求める。 

・４月２３日にグリムの館で復曲能「宍戸」出演者によるワークショップ

（事前学習会）を開催した。１７６名の参加があり好評であった。 

・４月２７日に元石橋中学校長の君島光夫氏（故人）のご家族に叙位（正

六位）を伝達した。 

・４月２９日にスポーツ交流館で下野市文化協会総会が行われ、中川賢一

氏が新会長に就任した。６８団体９６１名、個人としては１４名が会員

登録されている。 

・４月２９日から５月５日にかけて、市職員による新庁舎への引っ越しが

行われ、５月４日は全職員が出勤し６日開庁に向けて作業を行った。 

・５月７日に薬師寺歴史館開館１５周年記念事業として、新庁舎１階ロビ

ーで復曲能「宍戸」が披露された。３７９名の出席があり幽玄の世界を

堪能した。 

・５月９日から５月１０日にかけて、新任（転採）学校長の面談を実施し

た。 

・５月１０日に野木町煉瓦窯グランドオープン式典に参加した。約５億円

をかけて修復したホフマン式の煉瓦釜は１６面体の形になっていて、歴

史的遺産としても貴重なものである。 

・５月１２日にさいたま市で開催された平成２８年度関東地区都市教育長

部会に参加した。 

・５月１３日に下野市ＰＴＡ連絡協議会、１４日に下野市体育協会定期評

議員会の総会に出席した。 

・５月１６日に新任教頭７名、転採教頭１名との面談を実施し、現在抱え

ている課題等について話し合いを行った。 

質疑等はあるか。（特になし） 

議事に入る旨を伝える。 

その前に、教育総務課長より委嘱等人事案件における議事録の取り扱いに

ついて説明をお願いしたい。 

人事案件については、非公開で行うことが前提だと思うが、議事録に何も

明記せずに【非公開】としてしまうと、審議内容が全く分からなくなってし

まう。個人が特定される部分を除き、担当課による議案の説明内容は明記し、

審議内容については【非公開】とすることで統一を図りたいと思う。 

それでは、議事録についてはこのとおり取り扱うということでよろしいか。

（全委員承認） 

今回の議案を見ると、議案第３号、５号、６号、７号、９号、１１号、１
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坪山教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

永山委員長 

 

 

 

 

坪山教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

永山委員長 

 

坪山教育総務課長 

石嶋委員 

永山委員長 

 

坪山教育総務課長 

 

 

 

 

 

２号、１３号、１４号、１７号、１８号は人事案件であることから、「地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第１３条第６項」の規定により非公開

で行いたい。各委員の意見をお伺いする。 

全委員異議なし。 

それでは非公開で行うこととする。 

議案第３号「下野市教育委員会点検評価外部評価委員会委員の委嘱につい

て」説明を求める。 

【説明要旨】 

当該条例第６条の規定に基づき、下記一覧の通り再任３名（学識経験者）、

新任２名（学識経験者及び公募委員）の計５名を委嘱するものである。委嘱

期間は委嘱の日から平成２９年３月３１日まで。平成２８年度の会議は６月

２９日と７月６日の２回を予定している。 

 

以下、非公開。 

 

このとおり決定してよろしいか。（全委員承認） 

議案第３号は原案どおり決定する。 

ここで、会議の非公開を解く。 

続いて、議案第４号「下野市学校情報化検討支援業務標準型プロポーザル

実施要領の制定について」説明を求める。 

【説明要旨】 

 現在、小中学校における情報機器については、大部分が更新の時期を迎え

ており、その更新には多額の予算と時間を要することから、今後の情報化の

方向性や情報機器調達の在り方について、検討を進めていきたいと考えてい

る。一連の作業を効率的に進めるにあたり、専門的な見識を有する業者をプ

ロポーザル方式によって選定し検討するため、当該実施要領を制定するもの

である。 

 以下、当該要領に基づき、条文ごとに内容説明を行う。 

質疑等はあるか。 

この事業のための予算は、どれくらい取っているのか。 

約６００万円の予算措置をしている。 

「プロポーザル」の意味とその概要について説明をお願いしたい。 

それと合わせて、「競争入札」と「プロポーザル」の違いや「標準型」と

はどういうものなのか等についても説明をお願いしたい。 

現在使用している小中学校のパソコンは、機種や性能が中学校区ごとに異

なっており、従来どおりリース更新方式で調整していくと、約２０年の年月

がかかり、統一が図れない状態が続いてしまう。また、一斉に入れ替えを行

うと、多額の経費がかかってしまうので、今後のパソコンの運用方法や導入

について、どのように進めていくことが最良であるのか、専門的な知識をも

った業者から企画書等を提案していただき、それを基に検討する方が良いと
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野澤教育次長 

 

 

 

 

石嶋委員 

 

野澤教育次長 

熊田委員 

 

坪山教育総務課長 

永山委員長 

 

 

野澤教育次長 

 

池澤教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

永山委員長 

熊田委員 

 

坪山教育総務課長 

 

 

 

 

 

考えている。 

「プロポーザル」という用語については、業者から様々な企画を提案して

いただき、それを審査し、私たちの考えと合致する業者を選定していくこと

である。「標準型」というのは、入札登録をしている業者を何社か指名し、

参加を希望する業者が提出してきた企画を検討し、選定を行うプロポーザル

の方式である。 

補足すると、例えば、Ａ社が提案をした内容では１，０００万円の費用が

かかるとし、一方、Ｂ社が提案した内容では８００万円の費用で委託ができ

るとする。しかしながら、提案してきた内容がＢ社に比べ、Ａ社の方が本市

の意向に合っていた場合、金額の高いＡ社にお願いすることができるのが、

プロポーザル方式である。 

必ずしも金額が安い方にお願いするとは限らないということでよろしい

か。 

ご指摘のとおりである。 

学校情報化とあるが、これに該当するパソコンは主に児童や生徒用のもの

なのか。 

児童や生徒だけではなく、教員を含めたものとなっている。 

職員室にある教員用パソコンと情報室にある児童生徒用パソコンについ

て、予算は区別されているのか。また、教員用パソコンと児童生徒用パソコ

ンを同じレベルの備品として扱っていくのか。 

予算については、小学校と中学校とで区別をしているところである。教員

用パソコンのグレードについては、児童生徒用とは異なるものになる。 

昨年度の話になるが、新しく導入したパソコンについては、ＤＶＤ内蔵で

はなく、外付けのものにするなどしてスペックを下げて対応した。パソコン

のスペックが、どこまで必要なのかということも含めて、プロポーザルで検

討していきたいと考えている。学校において、ホームページを作成する際に、

画像処理が必要になるため、職員室に１台でもいいからそのような機能があ

るものを置いてもらいたいなどの意見も出てきている。教員用のパソコンの

スペックはどこまで必要なのかを知っておく必要がある。 

電子黒板などのＩＣＴ機器に関しては、今回のプロポーザル対象ではなく、

あくまでも、児童生徒用と教員用パソコンについて検討するものである。 

他に質疑等はあるか。 

入札の登録業者は十分な数が確保できているのか。また、選定委員会の委

員には、情報機器に詳しい方は入っているのか説明をお願いする。 

今回は、平成２７年度中に総務人事課へ入札参加資格の申し込みを行い、

その後、名簿に登録された業者の中から選定を行うことになる。 

なお、当該要領の第７条第６項には、「委員長は、特に必要があると認め

たときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことが出来る」とあ

り、総合政策課の情報関係に長けている職員を委員として入ってもらうこと

になっている。 



 - 6 - 

石嶋委員 

坪山教育総務課長 

 

石嶋委員 

 

 

 

 

野澤教育次長 

 

永山委員長 

 

 

 

 

 

坪山教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

永山委員長 

 

 

 

海老原学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

永山委員長 

 

 

情報関係に精通している学校の教員などは入れないのか。 

先ほどの規程に該当するため、教員の方にも意見をいただきたいと考えて

いる。 

ＵＳＢを持ち帰ることが禁止されてしまい、異動になった時に、自分で作

成した文書（個人情報を含まない）を新しい学校のパソコンに移動できない

ため、１から作成しなければならないという意見を聞いたことがある。 

ぜひ、実際に情報機器を使用している教員の声を聞いて検討していただき

たい。 

現場の声を聞くためのアンケート調査を実施し、様々な意見を吸収しなが

ら考えていきたい。 

他に質疑等はあるか。（特になし） 

このとおり決定してよろしいか。（全委員承認） 

議案第４号は原案どおり決定する。 

次に、議案第５号「下野市立国分寺給食センター運営委員会委員の委嘱に

ついて」説明を求める。議案第５号から７号までは人事案件であるので、非

公開で行うものとする。 

【説明要旨】 

当該設置条例第６条の規定に基づき、下記一覧の通り国分寺給食センター

運営委員会の委員新任７名、再任７名の計１４名を委嘱するものである。委

嘱期間は、委嘱の日から平成３０年３月３１日まで。 

 

以下、非公開。 

  

このとおり決定してよろしいか。（全委員承認） 

議案第５号は原案どおり決定する。 

続いて、議案第６号「平成２８年度下野市外国語指導助手の委嘱について」

説明を求める。 

【説明要旨】 

 前回の教育委員会定例会においてご指摘いただいた、外国語指導助手の欠

員についてであるが、５月１７日に面接試験を行い合格した１名を「下野市

外国語指導助手設置規則」第４条の規定により、委嘱するものである。 

今回委嘱する者が、今年７月まで他市でＡＬＴとして委嘱されていること

から、本市の委嘱期間は平成２８年８月１日から平成２９年３月３１日まで

となる。 

 

以下、非公開。 

 

このとおり決定してよろしいか。（全委員承認） 

議案第６号は原案どおり決定する。 

続いて、議案第７号「下野市立小中学校教科用図書選定委員会委員の委嘱
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海老原学校教育課長 
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永山委員長 

熊田委員 

 

 

永山委員長 

 

 

 

 

 

 

海老原学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

永山委員長 

について」説明を求める。 

【説明要旨】 

「下野市立小中学校教科用図書選定委員会条例」第３条の規定に基づき、

下記一覧の通り、教育長、学識を有する者１名、小中学校長代表２名、保護

者代表３名の計７名を委嘱するものである。委嘱期間は、委嘱の日から当該

諮問に係る答申の日まで。本年度は、平成２９年度小中学校特別支援学級で

使用する教科用図書（学校教育法附則第９条規定図書）を選定する。 

 

以下、非公開。 

 

このとおり決定してよろしいか。（全委員承認） 

議案第７号は原案どおり決定する。 

ここで、会議の非公開を解く。 

次に、議案第８号「下野市立小中学校教科用図書選定委員会への諮問につ

いて」説明を求める。 

【説明要旨】 

議案第８号については、「下野市立小中学校教科用図書選定委員会条例」

第２条の規定に基づき、下野市立小中学校において使用する教科用図書の公

正かつ適正な採択について、別紙諮問書のとおり教育委員会が当該選定委員

会に諮問を行うものである。 

以下、諮問書の趣旨等について説明を行う。 

質疑等はあるか。 

諮問書の文言についてであるが、「平成２９年度に使用する小中学校特別

支援学級で使用する」となっており、「使用する」が２回書かれているので、

「平成２９年度小中学校特別支援学級で使用する」にした方が良いと思う。 

他に質疑等はあるか。（特になし） 

それでは、ご指摘があった部分を修正した上で決定してよろしいか。（全

委員承認） 

議案第８号は原案どおり決定する。 

次に、議案第９号「下野市学校給食食物アレルギー対応委員会委員の委嘱

について」説明を求める。当該議案は、人事案件であるため非公開で行うも

のとする。 

【説明要旨】 

「下野市学校給食食物アレルギー対応委員会設置要綱」第３条の規程に基

づき、下記一覧の通り１１名を委嘱するものである。委嘱期間は、委嘱の日

から平成３０年３月３１日まで。 

 

以下、非公開。 

 

このとおり決定してよろしいか。（全委員承認） 
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増渕生涯学習文化課長 

 

 

 

 

 

 

永山委員長 

議案第９号は原案どおり決定する。 

ここで、会議の非公開を解く。 

続いて、議案第１０号「南河内中学校区小中一貫教育推進協議会設置要綱

の一部改正について」説明を求める。 

【説明要旨】 

 今後、南河内中学校区小中一貫教育を推進していくにあたり、施設の建設

などについても議題として上がってくることが想定される。また、「下野市

総合教育会議設置要綱」第２条第２号「下野市の教育を行うための諸条件の

整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点

的に講ずべき施策」として協議及び事務の調整等を行う旨が規定されており、

市長と教育委員で構成される総合教育会議においても提言していく必要があ

ることから、当該設置要綱の一部を改正するものである。 

以下、新旧対照表に基づき、第２条の所掌事務について「教育委員会」を

「下野市総合教育会議」に改める旨の説明を行う。 

質疑等はあるか。 

下野市総合教育会議は、教育委員会に比べて回数が少ないため、南河内中

学校区小中一貫教育推進協議会で議論した内容を報告するタイミングが合わ

なくなる恐れがあると思うが、配慮等はしてもらえるのか。 

当該協議会については、６月下旬から７月上旬に第１回の会議を行う予定

であるが、総合教育会議の日程については、教育総務課と総務人事課の日程

調整次第であるため、現状では未定である。なるべくタイミングを合わせて

行っていきたいと思うが、もしタイミング等が合わない場合は、教育委員会

内においても報告させていただきたい。 

例えば、当該協議会を行った２カ月後にしか総合教育会議の開催がなく、

その間に教育委員会が開催される場合、当該協議会でまとまった提言を教育

委員会内で報告していただくことは可能なのか。 

そのような場合でも、教育委員会に報告させていただきたいと思う。 

他に質疑等はあるか。（特になし） 

このとおり決定してよろしいか。（全委員承認） 

議案第１０号は原案どおり決定する。 

次に、議案第１１号「下野市社会教育委員の委嘱について」説明を求める。

当該議案は人事案件であるため、非公開で行うものとする。 

【説明要旨】 

社会教育法第１５条第２項の規定に基づき、下記一覧の通り、新任８名、

再任６名の計１４名を委嘱するものである。委嘱期間は、委嘱の日から平成

３０年３月３１日まで。 

 

以下、非公開。 

 

このとおり決定してよろしいか。（全委員承認） 
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増渕生涯学習文化課長 

 

 

 

 

 

 

永山委員長 

 

 

 

増渕生涯学習文化課長 

 

 

 

 

 

 

永山委員長 

 

 

 

増渕生涯学習文化課長 

 

 

 

 

 

 

永山委員長 

 

議案第１１号は原案どおり決定する。 

ここで、会議の非公開を解く。 

会議開始より９０分が経過したので暫時休憩とし、開始を１５時１０分と

する。 

 

議事再開の旨を伝える。 

議案第１２号「下野市公民館運営審議会委員の委嘱について」説明を求め

る。議案第１２号から１４号までは人事案件であるので、非公開で行うもの

とする。 

【説明要旨】 

社会教育法第３０条及び下野市公民館設置条例第６条第３項の規定に基づ

き、下記一覧の通り再任１０名、新任５名の計１５名を委嘱するものである。

委嘱期間は、委嘱の日から平成３０年３月３１日まで。 

 

以下、非公開。 

 

このとおり決定してよろしいか。（全委員承認） 

議案第１２号は原案どおり決定する。 

次に、議案第１３号「下野市ふれあい学習推進委員会委員の委嘱について」

説明を求める。 

【説明要旨】 

当該設置要綱第３条第５項の規定に基づき、下記一覧の通り再任１４名、

新任２３名の計３７名を委嘱するものである。委嘱期間は、委嘱の日から平

成３０年３月３１日まで。 

 

以下、非公開。 

 

このとおり決定してよろしいか。（全委員承認） 

議案第１３号は原案どおり決定する。 

続いて、議案第１４号「下野市図書館協議会委員の委嘱について」説明を

求める。 

【説明要旨】 

図書館法第１５条及び下野市立図書館設置条例第４条第２項の規定に基づ

き、下記一覧の通り再任９名、新任１名の計１０名を委嘱するものである。

委嘱期間は、委嘱の日から平成３０年３月３１日まで。 

 

以下、非公開。 

 

このとおり決定してよろしいか。（全委員承認） 

議案第１４号は原案どおり決定する。 
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増渕生涯学習文化課長 

 

 

 

 

永山委員長 

石嶋委員 

 

 

野澤教育次長 

 

 

永山委員長 

 

 

 

 

 

増渕生涯学習文化課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

永山委員長 

石嶋委員 

 

野澤教育次長 

熊田委員 

 

野澤教育次長 

 

ここで、会議の非公開を解く。 

次に、議案第１５号「下野市公民館設置条例施行規則の一部改正について」

説明を求める。 

【説明要旨】 

昨年、公民館の使用料の改定を行うため、「下野市公民館設置条例」の一部

改正を行ったところであるが、これに合わせて当該規則の文言整理を行うも

のである。本来ならば、条例改正と同時に見直すべきであったが、議案とし

て漏れてしまい、遅れての改正となった。 

質疑等はあるか 

「下野市公民館設置条例」の使用料を規定した別表の中に「※児童生徒（中

学生以下）が利用する場合は、無料とする。」とあるが、高校生が利用する場

合、対象にはならないのか。 

当該規則第１０条第３号に「その他、公益のために利用する場合で、教育

委員会が特別の理由があると認めたとき。」とあるので、申請内容によって認

めることができる。 

他に質疑等はあるか。（特になし） 

このとおり決定してよろしいか。（全委員承認） 

議案第１５号は原案どおり決定する。 

続いて、議案第１６号「下野薬師寺跡及び周辺文化財活用デジタルコンテ

ンツ制作業務委託標準型プロポーザル実施要領の制定について」説明を求め

る。 

【説明要旨】 

国は自治体に対し、地方版総合戦略に基づく先駆的な取組を支援するため

に「地方創生加速化交付金」を設け、下野市ではこの交付金を活用し、「しも

つけ・未来・プロモーション事業」を立ち上げた。具体的には、国の指定史

跡である下野薬師寺跡等を復元した映像をＣＧやバーチャルリアリティーな

どの最新技術を駆使して作成し、効果的な史跡の活用を進める事業（東の飛

鳥プロモーション事業）を展開する予定である。 

事業費のうち委託料は２，５００万円であるが、専門的な分野であり、ス

キルの高い業者に提案をしていただくため、当該要領を制定しプロポーザル

方式で選定するものである。 

以下、当該実施要領に基づき、内容等について説明を行う。 

 質疑等はあるか。 

考古学に関する知識も相当必要になると思うが、選定した業者が専門家を

雇う形になるのか。 

名簿に登録されている専門的な業者に直接提案していただくことになる。 

議案第４号では平成２８年度の名簿となっていたが、こちらでは平成２

７・２８年度の名簿となっているが違いがあるのか。 

契約検査課で受け付けている名簿は２年間有効なため、要領内の名称が統

一されていなかったが、内容は同じである。 
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永山委員長 

 

 

 

 

 

北條スポーツ振興課長 

 

 

 

 

 

 

 

永山委員長 

 

 

 

北條スポーツ振興課長 

 

 

 

 

 

 

永山委員長 

 

 

 

 

 

 

坪山教育総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

他に質疑等はあるか。（特になし） 

このとおり決定してよろしいか。（全委員承認） 

議案第１６号は原案どおり決定する。 

次に、議案第１７号「下野市スポーツ推進審議会委員の委嘱について」説

明を求める。議案第１７号から１８号は人事案件であるため、非公開で行う

ものとする。 

【説明要旨】 

「下野市スポーツ推進審議会に関する条例」第４条及び第６条の規定に基

づき、下記一覧の通り当該審議会委員の委嘱を行うものである。審議会は、

１０名以内の委員で組織することになって団体の長が変わったため、新たに

２名（新任）を選任するものである。任期は前任者の残任期間となる。 

 

以下、非公開。 

 

このとおり決定してよろしいか。（全委員承認） 

議案第１７号は原案どおり決定する。 

続いて、議案第１８号「下野市少年スポーツ指導員の委嘱について」説明

を求める。 

【説明要旨】 

当該設置規則第４条の規定に基づき、別紙一覧の通り再任６６名、新任３

０名の９６名（４８団体）を委嘱するものである。委嘱期間は平成２８年４

月１日から平成２９年３月３１日まで。実際の活動は４月１日となっている

が、国の有資格者登録の認定が４月下旬となっているため、遡っての委嘱と

なる。地区ごとの内訳は南河内３０名（１５団体）、石橋地区３８名（１９

団体）、国分寺地区２８名（１４団体）である。 

質疑等はあるか。（特になし） 

このとおり決定してよろしいか。（全委員承認） 

議案第１８号は原案どおり決定する。 

ここで、会議の非公開を解く。 

 次に協議事項に移ることを告げる。 

（１）平成２８年度教育委員学校訪問及び幼稚園訪問日程について説明を

求める。 

【説明要旨】 

「平成２８年度 教育委員の学校（幼稚園）訪問日程」の一覧表に基づき、

実施日、実施校及び訪問概要（時間割）について説明を行う。本年度の出前

教育委員会は、１２月１５日に南河内中学校で実施する予定である。各委員

においてはスケジュールの調整をお願いしたい。また、前回の出前教育委員

会の課題を踏まえ、議案中心の会議ではなく、学校関係者にとって身近な案

件について討議等も加えながら、実施していきたいと考えている。したがっ

て、本来１２月の教育委員会にかける議案については、別途、臨時教育委員
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永山委員長 

 

 

坪山教育総務課長 

 

 

 

 

永山委員長 

 

坪山教育総務課長 

 

永山委員長 

 

 

海老原学校教育課長 

 

 

 

永山委員長 

石嶋委員 

 

海老原学校教育課長 

 

石嶋委員 

 

 

池澤教育長 

 

永山委員長 

 

海老原学校教育課長 

 

 

 

永山委員長 

石嶋委員 

海老原学校教育課長 

 

会で対応していきたい。 

質疑等はあるか。（特になし） 

次に報告事項に移ることを告げる。 

（１）教育委員会後援等の承認について説明を求める。 

【説明要旨】 

「下野市教育委員会後援等承認一覧」に基づき、５月現在で８件の承認を

した旨の報告を行う。７件が後援（１件は教育長賞交付）、１件が共催であ

り、この８件のうち１件は新規団体である。 

以下、承認をした行事内容等について説明を行う。 

質疑等はあるか。（特になし） 

続いて（２）寄附の受け入れについて説明を求める。 

【説明要旨】 

 １件の指定寄附があり、石橋小学校図書購入費へ充当する旨の報告を行う。 

 質疑等はあるか。（特になし） 

 次に、（３）平成２７年度学校教育サポートセンターの事業報告について

説明を求める。 

【説明要旨】 

 「平成２７年度 学校教育サポートセンター事業報告（下半期・年間）」に

基づき、教育相談活動ケースや適応指導教室（スマイル教室）運営状況につ

いて報告を行う。 

質疑等はあるか。 

 学校から離れると、適応指導教室に任せきりになってしまうことを懸念す

るが、担任等は子どもたちに会いに行っているのか。 

以前に比べ、担任や学校長が適応指導教室に足を運ぶ機会は多くなってい

る。 

子どもによっては、教員の訪問がかえってプレッシャーになる可能性があ

るので、適応指導教室の相談員と情報交換しながら、時間をかけて接するこ

とも必要だと思う。 

校長会でも適応指導教室に任せきりにしないようにお願いしたところであ

る。 

 他に質疑等はあるか。（特になし） 

続いて、（４）平成２８年度就学援助費認定状況について説明を求める。 

【説明要旨】 

「平成２８年度要保護及び準要保護児童生徒認定者一覧」に基づき、４月

１日現在での援助人数及び過去５年間の認定者数の推移等について説明を行

う。 

 質疑等はあるか。 

下野市の準要保護就学援助費認定基準は他市町と違いはあるのか。 

資料の認定基準の１～７は他市町と同様のものであるが、認定基準の１０

（保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる者）については、各
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海老原学校教育課長 

 

 

永山委員長 

 

 

 

 

 

永山委員長 

 

古橋教育総務課主幹 

 

海老原学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

永山委員長 

市町ごとに基準が異なっているようである。 

一覧表の中に私立学校に通っている子ども（世帯）があるが、このような

場合でも対象になるのか。 

このケースは、特待生として私立中学校に通っている者であり、必ずしも

所得がある世帯というわけでない。また、本市の規定では、在学先が市内の

小中学校に限られるという基準は設けていない。 

各中学校において制服のリサイクルを行っているが、余っている状況であ

ることをＰＴＡ連絡協議会の中で聞いたことがある。ＰＴＡの方では、準要

保護世帯などの情報は得られないので、市が仲立ちをして制服のリサイクル

を効率的に配付できないかと考えている。 

全国的にも、このような取り組みをＰＴＡが行っているところは多い。要

保護等に限らないが、他の自治体でリサイクル品を集めて安く売るＮＰＯ法

人を立ち上げたという事例もあった。個人情報の問題もあり、なかなか難し

いとは思うが、この問題について検討の余地はあると思う。 

 他に質疑等はあるか。（特になし） 

次に、（５）平成２８年度春季中学校体育大会（地区大会）の結果報告につ

いて説明を求める。 

【説明要旨】 

「平成２８年度中学校春季体育大会の主な成績一覧表」に基づき、中学校

ごとの戦績及び県大会への出場等について報告を行う。 

質疑等はあるか。（特になし） 

 続いて、討議に移ることを告げる。 

 教育委員会において下野市小中一貫教育について意見交換を行う。 

 

 以下、非公開。 

 

 ここで会議の非公開を解く。 

最後に、事務局より連絡事項等があれば説明を求める。 

配布資料に基づき、学事視察及び全体研修会の日程と内容、出欠等につい

て説明を行う。 

学校における２件の事故報告を行う。 

５月１２日に南河内地区で登校中の生徒が不審者に遭遇し、逃げる際に擦

り傷を負う事案が発生した。昨日通学路安全推進会議の庁内会議及び現地確

認を行った。 

５月１８日に小学校で運動会練習の休憩中に児童が負傷し、入院した。手

術を行う予定であるが、どのような状況であったかについては調査が必要と

なる。 

質疑等はあるか。（特になし） 

次回の教育委員会は下野市役所庁舎教育委員会室にて６月１６日（木）の

午後１時３０分の予定とする。 
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本日の議事日程は全て終了した旨を告げ、午後６時２０分閉会。 


